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・

児
童
・
生
徒
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
利
用
状

況
に
つ
い
て

福
塚　

児
童
・
生
徒
の
事
故
、

事
件
に
巻
き
込
ま
れ
る
事
案
が

後
を
絶
た
な
い
現
状
の
中
で
、

今
後
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
安

心
・
安
全
に
使
う
取
組
に
つ
い

て
伺
う
。

教
育
部
長　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

利
用
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
の
結
果
を
基
に
フ
ィ
ル
タ
リ

ン
グ
機
能
の
活
用
等
利
用
す
る

上
で
の
家
庭
内
で
の
ル
ー
ル
作

り
等
を
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
ま
と

め
、
各
校
や
保
護
者
に
配
布
し

注
意
喚
起
を
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
児
童
・
生
徒
や
保
護

者
へ
の
出
前
講
座
等
学
習
支
援

に
向
け
た
取
組
も
進
め
て
い
る
。

福
塚　

家
庭
の
ル
ー
ル
を
作
る

以
上
、
守
ら
れ
て
い
る
か
ど
う

か
と
い
う
、
家
庭
内
で
の
調
査

も
教
育
委
員
会
が
率
先
し
な
い

と
い
け
な
い
と
思
う
が
、
考
え

を
伺
う
。

教
育
長　

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
で

は
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
が
さ
れ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
圧
倒

的
に
多
く
、
具
体
的
な
指
導
を

進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
考
え
る
。

福
塚　

よ
り
子
供
に
理
解
で
き

る
よ
う
な
形
で
進
め
て
い
た
だ

き
た
い
。

し
尿
く
み
取
等
に
つ
い
て

福
塚　

し
尿
く
み
取
料
が
ど
れ

く
ら
い
値
上
が
り
し
た
か
を
伺

う
。

産
業
環
境
部
長　

現
在
18
リ
ッ

ト
ル
あ
た
り
２
０
０
円
か
ら

２
３
０
円
と
聞
い
て
い
る
。

福
塚　

く
み
取
料
金
に
つ
い
て

も
事
業
者
の
周
知
活
動
と
理
解

し
て
い
る
方
も
い
る
が
、
今
後

の
周
知
活
動
に
つ
い
て
伺
う
。

産
業
環
境
部
長　

市
民
へ
の
周

知
に
つ
い
て
は
本
来
業
者
が
周

知
す
べ
き
も
の
で
あ
る
た
め
、

業
者
に
指
導
し
周
知
し
て
い
た

だ
く
。
さ
ら
に
、
市
と
し
て
も
、

広
報
へ
の
掲
載
や
郵
送
、
関
係

自
治
会
へ
の
回
覧
等
も
検
討
し

て
ま
い
り
た
い
。

福
塚　

漏
れ
の
な
い
広
報
を
お

願
い
す
る
。

市
道
・
橋
り
ょ
う
・
ト
ン
ネ
ル

等
の
安
全
管
理
に
つ
い
て

福
塚　

市
道
の
修
繕
、
修
理
箇

所
の
要
望
等
の
件
数
を
伺
う
。

都
市
整
備
部
長　

市
道
・
橋
り

ょ
う
・
ト
ン
ネ
ル
の
修
繕
に
関

す
る
要
望
は
年
間
２
０
０
か
所

以
上
あ
る
。

福
塚　

橋
り
ょ
う
・
ト
ン
ネ
ル

の
点
検
状
況
を
伺
う
。

都
市
整
備
部
長　

橋
り
ょ
う
・

ト
ン
ネ
ル
等
大
型
構
造
物
は
５

年
に
１
度
の
近
接
目
視
に
よ
る

点
検
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、

平
成
30
年
度
に
１
巡
目
の
点
検

が
完
了
し
た
。
橋
り
ょ
う
の
ひ

び
割
れ
や
漏
水
等
に
つ
い
て
近

接
目
視
を
行
い
必
要
に
応
じ
て

触
診
、
打
音
等
を
行
い
、
レ
ベ

ル
Ⅲ
が
47
橋
、
レ
ベ
ル
Ⅳ
が
１

橋
、
そ
れ
以
外
は
レ
ベ
ル
Ⅰ
及

び
レ
ベ
ル
Ⅱ
と
な
っ
て
い
る
。

　

ト
ン
ネ
ル
点
検
は
、
平
成
26

年
度
に
１
巡
目
の
点
検
を
完
了
、

全
延
長
を
近
接
目
視
、
覆
工
表

面
を
全
面
的
に
打
音
検
査
し
、

レ
ベ
ル
Ⅲ
判
定
が
２
ト
ン
ネ
ル
、

レ
ベ
ル
Ⅱ
判
定
が
７
ト
ン
ネ
ル

で
あ
る
。

福
塚　

レ
ベ
ル
判
定
の
基
準
を

伺
う
。

都
市
整
備
部
長　

レ
ベ
ル
Ⅰ
は

健
全
な
状
態
、
レ
ベ
ル
Ⅱ
は
予

防
保
全
段
階
、
レ
ベ
ル
Ⅲ
は
早

期
措
置
段
階
、
レ
ベ
ル
Ⅳ
は
緊

急
措
置
段
階
で
、
緊
急
修
繕
や

通
行
規
制
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

福
塚　

修
繕
が
必
要
と
な
る
橋

り
ょ
う
の
今
後
の
対
応
を
伺
う
。

都
市
整
備
部
長　

レ
ベ
ル
Ⅲ
判

定
橋
り
ょ
う
の
う
ち
29
橋
り
ょ

う
に
つ
い
て
今
年
度
で
補
修
設

計
を
発
注
し
て
い
る
。
計
画
を

立
て
修
繕
、
補
修
設
計
を
実
施

し
て
ま
い
る
。

福
塚　

市
民
の
通
報
や
巡
視
が

大
変
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
思

う
の
で
、
今
後
の
対
応
を
お
願

い
す
る
。

そ
の
他
の
一
般
質
問

１　

高
齢
者
の
運
転
免
許
証
の

　

自
主
返
納
に
つ
い
て

障
が
い
者
へ
の
サ
ポ
ー
ト
対
策

に
つ
い
て

養
田　

社
会
福
祉
課
の
窓
口
業

務
は
様
々
な
分
野
に
及
ぶ
が
、

障
害
に
関
す
る
相
談
の
件
数
と

職
員
の
体
制
に
つ
い
て
伺
う
。

あ
ん
し
ん
福
祉
部
長　

１
日
約

70
件
か
ら
80
件
で
各
種
サ
ー
ビ

ス
の
申
請
・
相
談
が
多
く
、
体

制
は
福
祉
係
窓
口
担
当
６
名
で

障
害
に
関
す
る
こ
と
や
福
祉
活

動
・
福
祉
団
体
に
関
す
る
こ
と

な
ど
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

養
田　

障
害
福
祉
に
関
す
る
有

資
格
者
や
障
害
者
の
介
護
経
験

の
あ
る
担
当
職
員
の
有
無
を
伺

う
。

あ
ん
し
ん
福
祉
部
長　

高
齢
者

福
祉
施
設
で
介
護
経
験
が
あ
る

社
会
福
祉
士
が
１
名
い
る
が
、

障
害
者
施
設
で
の
実
務
経
験
者

や
介
護
経
験
者
は
い
な
い
。

養
田　

障
害
者
施
設
で
の
実
務

経
験
者
、
介
護
経
験
者
は
い
な

い
と
の
こ
と
だ
が
、
相
談
者
に

し
お
り
や
手
引
き
を
用
い
て
説

明
は
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、

マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど
も
作
り
対
応

し
て
い
る
の
か
伺
う
。

あ
ん
し
ん
福
祉
部
長　

マ
ニ
ュ

ア
ル
等
は
な
い
。

養
田　

説
明
や
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
に
不
備
の
な
い
よ
う
他
行
政

機
関
で
は
し
お
り
な
ど
を
作
り

対
策
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
社

会
福
祉
課
の
窓
口
に
障
が
い
者

の
状
態
を
理
解
し
、
適
切
な
サ

ー
ビ
ス
の
提
供
が
で
き
る
専
門

職
が
必
要
と
考
え
る
。

あ
ん
し
ん
福
祉
部
長　

必
要
と

思
う
。
関
係
課
と
し
っ
か
り
検

討
し
て
ま
い
る
。

人
口
減
少
対
策
に
つ
い
て

養
田　

人
口
減
少
対
策
が
本
市

に
お
い
て
一
番
の
課
題
に
な
る

と
考
え
る
。
人
口
増
加
策
で
実

績
を
上
げ
て
い
る
自
治
体
の
多

く
が
、
女
性
に
特
化
し
た
施
策

を
し
て
い
る
。
本
市
の
施
策
を

伺
う
。

政
策
企
画
監　

来
年
度
以
降
の

人
口
減
少
対
策
で
女
性
定
住
促

進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
掲
げ
、
家

庭
と
仕
事
の
両
立
支
援
、
企
業

就
業
支
援
な
ど
セ
ミ
ナ
ー
等
の

開
催
を
考
え
て
い
る
。

養
田　

来
年
度
以
降
の
対
策
だ

が
、
五
條
市
に
と
っ
て
女
性
の

定
住
促
進
や
就
業
支
援
は
重
要

課
題
だ
と
考
え
る
。
更
な
る
支

援
を
お
願
い
す
る
。
ま
た
、
シ

ン
グ
ル
・
ひ
と
り
親
家
庭
の
施

策
を
伺
う
。

あ
ん
し
ん
福
祉
部
長　

本
市
単

独
で
施
行
さ
れ
て
い
る
施
策
は

な
い
。

養
田　

兵
庫
県
明
石
市
で
は
、

養
育
費
の
不
払
い
を
行
政
が
立

て
替
え
て
支
払
い
し
、
行
政
が

不
払
い
者
か
ら
取
り
立
て
る
と

い
う
特
化
し
た
施
策
の
仕
組
み

作
り
を
検
討
し
て
い
る
と
報
道

さ
れ
て
い
る
。
全
く
同
じ
よ
う

な
施
策
は
無
理
で
も
、
本
市
に

合
う
形
で
思
い
き
っ
た
施
策
を

考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

今
後
の
検
討
を
お
願
い
す
る
。

へ
き
地
医
療
に
つ
い
て

養
田　

本
市
で
は
大
塔
地
区
が

へ
き
地
医
療
地
区
に
あ
た
る
が

本
市
で
の
へ
き
地
医
療
の
対
策

に
つ
い
て
、
ま
た
、
歯
科
診
療

に
お
い
て
、
へ
き
地
対
策
は
さ

れ
て
い
る
の
か
伺
う
。

す
こ
や
か
市
民
部
長　

大
塔
診

療
所
を
拠
点
と
し
診
療
を
行
っ

て
い
る
。
歯
科
診
療
で
は
、
県

予
算
で
年
４
回
診
察
を
行
っ
て

い
る
が
、
無
歯
科
医
地
区
等
巡

回
診
療
事
業
は
今
後
も
重
要
な

事
業
と
考
え
て
い
る
。

養
田　

歯
と
口
腔
の
治
療
は
糖

尿
病
や
ガ
ン
対
策
な
ど
高
齢
者

に
と
っ
て
健
康
上
大
変
重
要
な

部
分
で
、
他
市
町
村
で
は
へ
き

地
で
歯
科
診
療
所
を
開
設
し
対

応
し
て
い
る
地
域
が
あ
る
。
本

市
で
の
検
討
に
つ
い
て
伺
う
。

す
こ
や
か
市
民
部
長　

県
の
方

に
も
相
談
し
、
ま
た
五
條
市
歯

科
医
師
会
と
も
連
携
し
、
へ
き

地
医
療
の
充
実
に
今
後
も
取
り

組
ん
で
ま
い
る
。

養
田　

五
條
市
歯
と
口
腔
の
健

康
づ
く
り
推
進
条
例
に
も
財
政

上
の
措
置
を
と
る
と
あ
る
の
で
、

歯
科
医
師
会
の
皆
様
と
協
議
の

上
、
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

そ
の
他
の
一
般
質
問

１　

上
野
公
園
に
つ
い
て
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の
増
加
を
見
込
ん
で
い
る
。

五
條
市
立
奈
良
県
立
五
條
高
等
学

校
賀
名
生
分
校
の
生
徒
の
家
族
向

け
定
住
促
進
住
宅
設
置
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

委
員　

入
居
の
審
査
基
準
は
。

答
弁　

今
後
規
則
で
制
定
す
る
が
、

予
定
を
記
載
し
た
定
住
計
画
書
等

を
提
出
し
て
も
ら
い
、
教
育
委
員

会
内
で
審
査
会
を
設
け
て
審
査
を

進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

委
員　

人
件
費
の
増
加
額
は
。

答
弁　

約
９
４
０
万
円
の
増
加
を

見
込
ん
で
い
る
。

委
員　

本
市
の
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指

数
は
。

答
弁　

平
成
30
年
度
の
ラ
ス
パ
イ

レ
ス
指
数
は
９
５
・
７
で
、
県
内

12
市
の
中
で
最
下
位
で
あ
る
。

五
條
市
立
奈
良
県
立
五
條
高
等
学

校
賀
名
生
分
校
寄
宿
舎
設
置
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て

委
員　

寄
宿
舎
が
第
１
桜
花
寮
と

第
２
桜
花
寮
と
な
る
が
、
現
在
の

寄
宿
舎
と
の
使
用
料
の
比
較
は
。

答
弁　

同
額
で
設
定
し
て
い
る
。

委
員　

寄
宿
舎
の
使
用
料
の
減
免

は
ど
う
い
っ
た
場
合
か
。

答
弁　

生
活
保
護
世
帯
等
が
申
請

し
た
場
合
に
全
額
減
免
を
想
定
し

て
い
る
。

令
和
元
年
度
五
條
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
６
号
）
議
定
に

つ
い
て

委
員　

幻
の
五
新
鉄
道
活
用
事
業

の
内
容
は
。

答
弁　

従
来
か
ら
の
木
レ
ー
ル
イ

ベ
ン
ト
に
加
え
、
未
成
線
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
、
五
新
線
マ
ル
シ
ェ
等
を

組
み
合
わ
せ
て
考
え
て
い
る
。

委
員　

野
原
中
学
校
改
修
事
業
の

内
容
は
。

答
弁　

中
学
校
規
格
か
ら
小
学
校

規
格
へ
の
改
修
を
基
本
に
、
教
室

等
の
配
置
の
変
更
及
び
プ
ー
ル
の

改
修
、
特
別
支
援
を
要
す
る
児
童

へ
の
配
慮
と
し
て
の
エ
レ
ベ
ー
タ

ー
設
置
、
老
朽
化
に
伴
う
屋
上
防

水
等
を
計
画
し
て
い
る
。

　

本
委
員
会
は
提
出
さ
れ
た
書
類

の
閲
覧
や
、
職
員
に
対
し
て
の
聞

き
取
り
に
よ
り
12
月
２
日
ま
で
計

６
回
に
わ
た
り
検
査
を
行
い
ま
し

た
。

○
平
成
30
年
９
月
15
日
開
催
シ 

　

ダ
ー
ス
ー
パ
ー
カ
ッ
プ
柔
道

　

大
会
に
関
し
て

　

・
会
場
設
営
に
お
い
て
、
大
会

　
　

実
行
委
員
会
と
公
園
緑
地
課      

　
　

か
ら
畳
の
敷
き
込
み
料
が
支

　
　

払
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認

　
　

さ
れ
ま
し
た
。

　

・
大
会
実
行
委
員
会
か
ら
宿
泊

　
　

費
全
額
が
支
払
わ
れ
て
い
る

　
　

方
に
対
し
て
も
、
五
條
市
か

　
　

ら
合
宿
支
援
補
助
金
１
泊
１

　
　

人
千
円
が
交
付
さ
れ
て
い
る

　
　

こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
・
大
会
で
リ
ー
ス
さ
れ
た
と
す

　
　

る
柔
道
畳
64
枚
が
業
者
に
返

　
　

却
さ
れ
ず
、
市
内
中
学
校
に

　
　

保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確

　
　

認
さ
れ
ま
し
た
が
、
経
緯
に

　
　

つ
い
て
は
究
明
で
き
て
い
ま

　
　

せ
ん
。

　
・
大
会
の
手
伝
い
を
し
た
中
学

　
　

生
・
高
校
生
に
大
会
実
行
委

　
　

員
会
か
ら
謝
金
が
支
払
わ
れ

　
　

て
い
ま
す
が
、
全
て
の
人
の

総
務
文
教
常
任
委
員
会

五
條
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給

与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

委
員　

会
計
年
度
任
用
職
員
の
人

数
と
人
件
費
の
増
加
額
は
。

答
弁　

想
定
と
し
て
は
フ
ル
タ
イ

ム
会
計
年
度
任
用
職
員
が
約
２
割
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職

員
が
約
８
割
で
、
現
在
の
臨
時
職

員
の
人
数
３
２
９
名
を
雇
用
し
た

場
合
は
、
１
億
円
以
上
の
人
件
費

委
員　

市
道
岡
口
３
号
線
の
用
地

交
渉
は
全
て
済
ん
で
い
る
の
か
。

答
弁　

お
お
む
ね
済
ん
で
い
る
。

委
員　

ま
だ
道
路
が
で
き
て
い
な

い
の
に
市
道
認
定
を
す
る
理
由
は
。

答
弁　

地
権
者
の
方
々
に
お
お
む

ね
了
承
を
も
ら
っ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
工
事
施
工
に
あ
た
り
国
土
交

通
省
の
交
付
金
を
い
た
だ
く
と
き

に
、
路
線
名
が
な
い
と
工
事
が
で

き
な
い
こ
と
等
で
あ
る
。

委
員　

新
し
い
道
路
の
安
全
対
策

へ
の
配
慮
は
。

答
弁　

警
察
協
議
は
行
っ
て
い
る
。

委
員　

将
来
的
に
新
庁
舎
へ
の
中

心
と
な
る
道
路
と
思
う
が
、
大
型

バ
ス
等
の
通
行
も
前
提
と
し
た
計

画
な
の
か
。

答
弁　

大
型
バ

ス
の
通
行
は
考

え
て
お
ら
ず
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

バ
ス
の
通
行
を

考
え
て
い
る
。

五
條
市
滞
在
体
験
型
観
光
施
設
に

係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て委
員　

平
成
30
年
度
に
利
用
料
が

極
端
に
減
っ
た
理
由
は
。

答
弁　

昨
年
の
台
風
に
よ
り
関
西

国
際
空
港
連
絡
橋
が
破
損
し
、
空

港
が
閉
鎖
さ
れ
た
時
期
に
キ
ャ
ン

セ
ル
が
相
次
い
だ
こ
と
と
聞
い
て

い
る
。
今
後
の
集
客
に
よ
る
取
組

等
を
検
討
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お

願
い
し
て
い
る
。

委
員　

宿
泊
料
金
が
高
い
の
で
は

な
い
か
。

答
弁　

市
は
宿
泊
料
金
の
上
限
を

決
め
て
お
り
、
そ
の
範
囲
内
で
指

定
管
理
者
が
宿
泊
料
金
を
決
め
て

運
営
し
て
い
る
。「
離
れ
」
は
平

日
２
人
で
３
万
円
、
１
人
あ
た
り

１
万
５
千
円
で
人
数
が
増
え
る
ご

と
に
若
干
安
く
な
る
料
金
設
定
等

に
な
っ
て
い
る
。

委
員　

も
っ
と
利
用
し
て
い
た
だ

け
る
よ
う
閑
散
期
の
宿
泊
料
金
を

検
討
で
き
る
の
か
。

答
弁　

指
定
管
理
者
と
閑
散
期
の

集
客
の
取
組
等
に
つ
い
て
協
議
し

た
い
。

　
　

   

平
成
30
年
度
一
般
会
計
歳

　
　

入
歳
出
決
算
認
定
ほ
か
８
議

　
　

案
の
各
特
別
会
計
歳
入
歳
出

　
　

決
算
認
定
及
び
水
道
事
業
会

　
　

計
決
算
認
定
に
つ
い
て
は
、

　
　

前
回
の
９
月
定
例
会
に
お
い

　
　

て
、
理
事
者
側
の
答
弁
が
不

　
　

明
瞭
、
ま
た
疑
問
が
あ
る
等

　
　

の
理
由
で
、
閉
会
中
の
継
続

　
　

審
査
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
　
　

12
月
定
例
会
で
は
改
め
て

　
　

当
委
員
会
に
お
い
て
協
議
を

　
　

行
い
ま
し
た
。

　
　
　

委
員
か
ら
、
一
般
会
計
歳

　
　

入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

　
　

は
、
支
出
に
不
明
瞭
、
不
適

　
　

切
な
部
分
が
あ
る
の
で
認
定

　
　

で
き
な
い
、
ま
た
、
各
特
別

　
　

会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
及

　
　

び
水
道
事
業
会
計
決
算
認
定

　
　

に
つ
い
て
は
認
定
で
き
る
と

　
　

の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　
　

　
　

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

委
員　

市
道
二
見
36
号
線
は
国
土

交
通
省
が
工
事
を
し
て
い
る
が
、

か
し
担
保
責
任
は
。

答
弁　

道
路
を
引
き
継
ぐ
に
あ
た

り
、
二
度
の
現
場
立
会
い
で
、
修

繕
及
び
道
路
清
掃
を
し
て
も
ら
い
、

異
常
は
な
い
と
考
え
る
。
た
だ
し
、

今
後
道
路
沈
下
等
に
関
し
て
は
市

の
負
担
で
の
作
業
と
な
る
。

委
員　

今
後
道
路
沈
下
等
で
市
が

責
任
を
負
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に

し
て
ほ
し
い
。

　　　

委
員
会
で
は
、
平
成
30
年

度
五
條
市
一
般
会
計
歳
入
歳

出
決
算
認
定
に
つ
い
て
は
、

全
員
一
致
に
よ
り
不
認
定
と

す
べ
き
も
の
、
各
特
別
会
計

歳
入
歳
出
決
算
認
定
及
び
五

條
市
水
道
事
業
会
計
決
算
認

定
に
つ
い
て
は
全
員
一
致
に

よ
り
認
定
す
べ
き
も
の
と
す

る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
議
場
で
起
立
採

決
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
全

会
一
致
を
も
っ
て
不
認
定
と

な
り
ま
し
た
。

　

起
立
採
決
の
結
果
は
16
ペ

ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　

厚
生
建
設
常
任
委
員
会

　　
　

手
に
渡
っ
て
い
な
い
可
能
性

　
　

が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、

　
　

不
明
と
な
っ
て
い
る
謝
金
の

　
　

使
途
に
つ
い
て
は
究
明
で
き

　
　

て
い
ま
せ
ん
。

○
契
約
及
び
備
品
入
札
等
の
事

　

務
執
行
に
つ
い
て
関
し
て

　

・
柔
道
畳
の
敷
込
み
に
関
し
、

　
　

本
来
契
約
で
き
な
い
時
期
に

　
　

契
約
し
た
事
例
が
確
認
さ
れ
、

　
　

不
適
切
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

　
　

し
ま
し
た
。

　

・
備
品
の
入
札
で
、
指
名
さ
れ

　
　

た
業
者
の
う
ち
、
特
定
の
数

　
　

社
の
み
応
札
し
て
い
る
事
例

　
　

が
多
数
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、

　
　

連
絡
が
取
れ
な
い
業
者
の
納

　
　

入
証
明
書
が
数
社
一
様
に
添

　
　

付
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
事
務

　
　

執
行
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と

　
　

が
確
認
さ
れ
ま
し
た
が
、
経

　
　

緯
や
要
因
に
つ
い
て
は
究
明

　
　

で
き
て
い
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
以
外
に
つ
い
て
も
検
査
を

行
い
ま
し
た
が
、
事
情
を
よ
く
知

る
者
か
ら
聞
取
り
が
で
き
ず
、
ま

た
理
事
者
か
ら
も
明
確
な
回
答
が

得
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
引

き
続
き
検
査
を
継
続
す
る
こ
と
を

決
定
い
た
し
ま
し
た
。

決
算
審
査
特
別
委
員
会
の
報
告

総
合
体
育
館
に
お
け
る
事
務
の

執
行
に
つ
い
て
の
特
別
委
員
会
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の
増
加
を
見
込
ん
で
い
る
。

五
條
市
立
奈
良
県
立
五
條
高
等
学

校
賀
名
生
分
校
の
生
徒
の
家
族
向

け
定
住
促
進
住
宅
設
置
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

委
員　

入
居
の
審
査
基
準
は
。

答
弁　

今
後
規
則
で
制
定
す
る
が
、

予
定
を
記
載
し
た
定
住
計
画
書
等

を
提
出
し
て
も
ら
い
、
教
育
委
員

会
内
で
審
査
会
を
設
け
て
審
査
を

進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

委
員　

人
件
費
の
増
加
額
は
。

答
弁　

約
９
４
０
万
円
の
増
加
を

見
込
ん
で
い
る
。

委
員　

本
市
の
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指

数
は
。

答
弁　

平
成
30
年
度
の
ラ
ス
パ
イ

レ
ス
指
数
は
９
５
・
７
で
、
県
内

12
市
の
中
で
最
下
位
で
あ
る
。

五
條
市
立
奈
良
県
立
五
條
高
等
学

校
賀
名
生
分
校
寄
宿
舎
設
置
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て

委
員　

寄
宿
舎
が
第
１
桜
花
寮
と

第
２
桜
花
寮
と
な
る
が
、
現
在
の

寄
宿
舎
と
の
使
用
料
の
比
較
は
。

答
弁　

同
額
で
設
定
し
て
い
る
。

委
員　

寄
宿
舎
の
使
用
料
の
減
免

は
ど
う
い
っ
た
場
合
か
。

答
弁　

生
活
保
護
世
帯
等
が
申
請

し
た
場
合
に
全
額
減
免
を
想
定
し

て
い
る
。

令
和
元
年
度
五
條
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
６
号
）
議
定
に

つ
い
て

委
員　

幻
の
五
新
鉄
道
活
用
事
業

の
内
容
は
。

答
弁　

従
来
か
ら
の
木
レ
ー
ル
イ

ベ
ン
ト
に
加
え
、
未
成
線
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
、
五
新
線
マ
ル
シ
ェ
等
を

組
み
合
わ
せ
て
考
え
て
い
る
。

委
員　

野
原
中
学
校
改
修
事
業
の

内
容
は
。

答
弁　

中
学
校
規
格
か
ら
小
学
校

規
格
へ
の
改
修
を
基
本
に
、
教
室

等
の
配
置
の
変
更
及
び
プ
ー
ル
の

改
修
、
特
別
支
援
を
要
す
る
児
童

へ
の
配
慮
と
し
て
の
エ
レ
ベ
ー
タ

ー
設
置
、
老
朽
化
に
伴
う
屋
上
防

水
等
を
計
画
し
て
い
る
。

　

本
委
員
会
は
提
出
さ
れ
た
書
類

の
閲
覧
や
、
職
員
に
対
し
て
の
聞

き
取
り
に
よ
り
12
月
２
日
ま
で
計

６
回
に
わ
た
り
検
査
を
行
い
ま
し

た
。

○
平
成
30
年
９
月
15
日
開
催
シ 

　

ダ
ー
ス
ー
パ
ー
カ
ッ
プ
柔
道

　

大
会
に
関
し
て

　

・
会
場
設
営
に
お
い
て
、
大
会

　
　

実
行
委
員
会
と
公
園
緑
地
課      

　
　

か
ら
畳
の
敷
き
込
み
料
が
支

　
　

払
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認

　
　

さ
れ
ま
し
た
。

　

・
大
会
実
行
委
員
会
か
ら
宿
泊

　
　

費
全
額
が
支
払
わ
れ
て
い
る

　
　

方
に
対
し
て
も
、
五
條
市
か

　
　

ら
合
宿
支
援
補
助
金
１
泊
１

　
　

人
千
円
が
交
付
さ
れ
て
い
る

　
　

こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
・
大
会
で
リ
ー
ス
さ
れ
た
と
す

　
　

る
柔
道
畳
64
枚
が
業
者
に
返

　
　

却
さ
れ
ず
、
市
内
中
学
校
に

　
　

保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確

　
　

認
さ
れ
ま
し
た
が
、
経
緯
に

　
　

つ
い
て
は
究
明
で
き
て
い
ま

　
　

せ
ん
。

　
・
大
会
の
手
伝
い
を
し
た
中
学

　
　

生
・
高
校
生
に
大
会
実
行
委

　
　

員
会
か
ら
謝
金
が
支
払
わ
れ

　
　

て
い
ま
す
が
、
全
て
の
人
の

総
務
文
教
常
任
委
員
会

五
條
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給

与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

委
員　

会
計
年
度
任
用
職
員
の
人

数
と
人
件
費
の
増
加
額
は
。

答
弁　

想
定
と
し
て
は
フ
ル
タ
イ

ム
会
計
年
度
任
用
職
員
が
約
２
割
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職

員
が
約
８
割
で
、
現
在
の
臨
時
職

員
の
人
数
３
２
９
名
を
雇
用
し
た

場
合
は
、
１
億
円
以
上
の
人
件
費

委
員　

市
道
岡
口
３
号
線
の
用
地

交
渉
は
全
て
済
ん
で
い
る
の
か
。

答
弁　

お
お
む
ね
済
ん
で
い
る
。

委
員　

ま
だ
道
路
が
で
き
て
い
な

い
の
に
市
道
認
定
を
す
る
理
由
は
。

答
弁　

地
権
者
の
方
々
に
お
お
む

ね
了
承
を
も
ら
っ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
工
事
施
工
に
あ
た
り
国
土
交

通
省
の
交
付
金
を
い
た
だ
く
と
き

に
、
路
線
名
が
な
い
と
工
事
が
で

き
な
い
こ
と
等
で
あ
る
。

委
員　

新
し
い
道
路
の
安
全
対
策

へ
の
配
慮
は
。

答
弁　

警
察
協
議
は
行
っ
て
い
る
。

委
員　

将
来
的
に
新
庁
舎
へ
の
中

心
と
な
る
道
路
と
思
う
が
、
大
型

バ
ス
等
の
通
行
も
前
提
と
し
た
計

画
な
の
か
。

答
弁　

大
型
バ

ス
の
通
行
は
考

え
て
お
ら
ず
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

バ
ス
の
通
行
を

考
え
て
い
る
。

五
條
市
滞
在
体
験
型
観
光
施
設
に

係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て委
員　

平
成
30
年
度
に
利
用
料
が

極
端
に
減
っ
た
理
由
は
。

答
弁　

昨
年
の
台
風
に
よ
り
関
西

国
際
空
港
連
絡
橋
が
破
損
し
、
空

港
が
閉
鎖
さ
れ
た
時
期
に
キ
ャ
ン

セ
ル
が
相
次
い
だ
こ
と
と
聞
い
て

い
る
。
今
後
の
集
客
に
よ
る
取
組

等
を
検
討
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お

願
い
し
て
い
る
。

委
員　

宿
泊
料
金
が
高
い
の
で
は

な
い
か
。

答
弁　

市
は
宿
泊
料
金
の
上
限
を

決
め
て
お
り
、
そ
の
範
囲
内
で
指

定
管
理
者
が
宿
泊
料
金
を
決
め
て

運
営
し
て
い
る
。「
離
れ
」
は
平

日
２
人
で
３
万
円
、
１
人
あ
た
り

１
万
５
千
円
で
人
数
が
増
え
る
ご

と
に
若
干
安
く
な
る
料
金
設
定
等

に
な
っ
て
い
る
。

委
員　

も
っ
と
利
用
し
て
い
た
だ

け
る
よ
う
閑
散
期
の
宿
泊
料
金
を

検
討
で
き
る
の
か
。

答
弁　

指
定
管
理
者
と
閑
散
期
の

集
客
の
取
組
等
に
つ
い
て
協
議
し

た
い
。

　
　

   

平
成
30
年
度
一
般
会
計
歳

　
　

入
歳
出
決
算
認
定
ほ
か
８
議

　
　

案
の
各
特
別
会
計
歳
入
歳
出

　
　

決
算
認
定
及
び
水
道
事
業
会

　
　

計
決
算
認
定
に
つ
い
て
は
、

　
　

前
回
の
９
月
定
例
会
に
お
い

　
　

て
、
理
事
者
側
の
答
弁
が
不

　
　

明
瞭
、
ま
た
疑
問
が
あ
る
等

　
　

の
理
由
で
、
閉
会
中
の
継
続

　
　

審
査
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
　
　

12
月
定
例
会
で
は
改
め
て

　
　

当
委
員
会
に
お
い
て
協
議
を

　
　

行
い
ま
し
た
。

　
　
　

委
員
か
ら
、
一
般
会
計
歳

　
　

入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

　
　

は
、
支
出
に
不
明
瞭
、
不
適

　
　

切
な
部
分
が
あ
る
の
で
認
定

　
　

で
き
な
い
、
ま
た
、
各
特
別

　
　

会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
及

　
　

び
水
道
事
業
会
計
決
算
認
定

　
　

に
つ
い
て
は
認
定
で
き
る
と

　
　

の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　
　

　
　

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

委
員　

市
道
二
見
36
号
線
は
国
土

交
通
省
が
工
事
を
し
て
い
る
が
、

か
し
担
保
責
任
は
。

答
弁　

道
路
を
引
き
継
ぐ
に
あ
た

り
、
二
度
の
現
場
立
会
い
で
、
修

繕
及
び
道
路
清
掃
を
し
て
も
ら
い
、

異
常
は
な
い
と
考
え
る
。
た
だ
し
、

今
後
道
路
沈
下
等
に
関
し
て
は
市

の
負
担
で
の
作
業
と
な
る
。

委
員　

今
後
道
路
沈
下
等
で
市
が

責
任
を
負
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に

し
て
ほ
し
い
。

　　　

委
員
会
で
は
、
平
成
30
年

度
五
條
市
一
般
会
計
歳
入
歳

出
決
算
認
定
に
つ
い
て
は
、

全
員
一
致
に
よ
り
不
認
定
と

す
べ
き
も
の
、
各
特
別
会
計

歳
入
歳
出
決
算
認
定
及
び
五

條
市
水
道
事
業
会
計
決
算
認

定
に
つ
い
て
は
全
員
一
致
に

よ
り
認
定
す
べ
き
も
の
と
す

る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
議
場
で
起
立
採

決
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
全

会
一
致
を
も
っ
て
不
認
定
と

な
り
ま
し
た
。

　

起
立
採
決
の
結
果
は
16
ペ

ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　

厚
生
建
設
常
任
委
員
会

　　
　

手
に
渡
っ
て
い
な
い
可
能
性

　
　

が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、

　
　

不
明
と
な
っ
て
い
る
謝
金
の

　
　

使
途
に
つ
い
て
は
究
明
で
き

　
　

て
い
ま
せ
ん
。

○
契
約
及
び
備
品
入
札
等
の
事

　

務
執
行
に
つ
い
て
関
し
て

　

・
柔
道
畳
の
敷
込
み
に
関
し
、

　
　

本
来
契
約
で
き
な
い
時
期
に

　
　

契
約
し
た
事
例
が
確
認
さ
れ
、

　
　

不
適
切
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

　
　

し
ま
し
た
。

　

・
備
品
の
入
札
で
、
指
名
さ
れ

　
　

た
業
者
の
う
ち
、
特
定
の
数

　
　

社
の
み
応
札
し
て
い
る
事
例

　
　

が
多
数
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、

　
　

連
絡
が
取
れ
な
い
業
者
の
納

　
　

入
証
明
書
が
数
社
一
様
に
添

　
　

付
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
事
務

　
　

執
行
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と

　
　

が
確
認
さ
れ
ま
し
た
が
、
経

　
　

緯
や
要
因
に
つ
い
て
は
究
明

　
　

で
き
て
い
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
以
外
に
つ
い
て
も
検
査
を

行
い
ま
し
た
が
、
事
情
を
よ
く
知

る
者
か
ら
聞
取
り
が
で
き
ず
、
ま

た
理
事
者
か
ら
も
明
確
な
回
答
が

得
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
引

き
続
き
検
査
を
継
続
す
る
こ
と
を

決
定
い
た
し
ま
し
た
。

決
算
審
査
特
別
委
員
会
の
報
告

総
合
体
育
館
に
お
け
る
事
務
の

執
行
に
つ
い
て
の
特
別
委
員
会



議 案 名

議
決
結
果

(以下は、全議員賛成のもと原案のとおり可決・承認・同意した議案）

議　案　の　概　要

議第５５号　五條市国民健康保険税条例の一部改正に
ついて

認第１号　平成３０年度五條市一般会計歳入歳出決算
認定について

議　案　名

発議第１２号　令和元年台風１９号等からの復旧・復
興に向けた対策を求める意見書について

議第４８号　五條市議会議員の議員報酬等に関する条
例の一部改正について

令和元年五條市議会第４回１２月定例会の表決結果と議決結果
○＝賛成　　●＝反対　　退＝退席　　欠＝欠席　　長 ＝議長

議　案　の　概　要議　案　名

訂正とお詫び
　前回の市議会だよりNO.73、２ページの３段目・４段目にて答弁者の
誤りがありましたので、訂正してお詫びいたします。

　　（誤り）都市整備部長　　（正しくは）産業環境部長

17 議決結果・意見書ほか 16表決結果と議決結果

五條市監査委員に関する条例の一部改正について

長○ ○● ○● ●○○ ○ 可決● ●

長○ ○● ○○ ○○○ ○ 可決

長● ●● ●● ●●● ● 不認定● ●

五條市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する
条例の制定について

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等
に関する法律施行令の一部改正に伴う規定の整備を行うた
め（公布の日から施行）

変更前の契約金額（税込み）　３０９，９４２，７２０円
変更後の契約金額（税込み）　３０９，５２５，８４０円

専決処分の報告、承認を求めることについて
(工事請負契約の変更)

　

       

　台風１９号等の影響により東北、信越、関東、東海にかけて、河川の堤防が決壊した他、越水などによ
る浸水被害、土砂災害などが広範囲に渡り多数発生し、各地に甚大な被害をもたらした。台風１５号によ
る被害の爪痕が残る地域では、追い打ちをかけるような事態となった。
　政府においては、被災直後から迅速な救助・救出活動、避難支援などの応急対応とともに、早期復旧に
向けた様々な取組に総力を挙げてきたところであるが、どこまでも「被災者第一」で、今後の生活支援、
早期の住まいの確保、産業・生業の支援など、被災者に寄り添った支援が求められる。
　また、水道や電気等のライフライン、鉄道や道路等の交通インフラの早期復旧、決壊した河川の堤防等
では、二度と災害を起こさない「改良復旧」を強力に推進するとともに、ソフト・ハード両面にわたる復
旧・復興に向けた総合的な支援策を強力に講じることを強く求める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
１　被災者の一日も早い生活再建のため、既存制度の対象拡大や要件緩和など弾力的な運用を行うこと。
２　医療施設、社会福祉施設、学校教育施設等の復旧、再開に向けて、必要な支援を行うこと。
３　商工業、農林水産業の早期事業再開のため、被災した事業用建物、設備、機材等の復旧を支援する補
　助制度を創設すること。
４　被災地の風評被害払拭のため、旅行商品・宿泊料金の割引等に対して必要な観光支援を行うこと。
５　被災地の切れ目ない復旧・復興の推進のため、復旧作業の進捗を見極めつつ、補正予算の編成につい
　て適切に判断すること。
６　「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」の計画通りの遂行と、期間終了後も必要となる
　対策が講じられるよう、継続して予算措置を行うこと。

　以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。

   　　　　　　　　　　　　令和元年１２月１７日　　　　　　　　　　　　　　　　五 條 市 議 会

令和元年台風１９号等からの復旧・復興に向けた対策を求める意見書

地方自治法の一部改正に伴う引用条文の整理を行うため
（令和２年４月１日から施行）

長○ ○○ ○○ ○○○ ○ 可決○ ○

  

伊   

谷     

賢   

司

  

平   

岡     

清   

司

  

窪   　

    

佳   

秀

  

吉   

田    　

   

正

  

牧   

野     

雅   

一

 

養   

田     

全   

康

  
大   
谷     

龍   

雄

  

山   

口     

耕   

司

  

岩  

本    　

    

孝

  

福  

塚    　

    

実

  

藤  

冨  
美  
恵  

子

吉   

田     

雅   
範

五條市立奈良県立五條高等学校賀名生分校の生徒の家
族向け定住促進住宅設置条例の制定について

地方自治法及び地方公務員法の一部改正に伴い、会計年度
任用職員に関する規定の整備を行うため
（令和２年４月1日から施行）

一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正につい
て

地方自治法及び地方公務員法の一部改正に伴う規定の整備
を行うため並びに一般職の職員の給与について令和元年８
月７日付けの人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定に準
じた改定を行うため（公布の日から施行）　

五條市立学校設置条例の一部改正について 五條市学校適正化基本計画に基づき、五條市立学校の統合
を行うため（令和２年４月１日から施行）

● ●

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の
施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい
て

地方自治法及び地方公務員法の一部改正に伴い、会計年度
任用職員に関する規定の整備を行うため
（令和２年４月1日から、一部規定は公布の日から施行）

五條市立奈良県立五條高等学校賀名生分校の生徒の家族向
け定住促進住宅の設置に関し必要な事項を定めるため
（令和２年４月１日から施行）

特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関す
る条例の一部改正について

公職選挙法施行令の一部改正により投票管理者の交代が可
能となったことに伴う規定の整備を行うため
（公布の日から施行）　

五條市立奈良県立五條高等学校賀名生分校寄宿舎設置
条例の一部改正について

五條市立奈良県立五條高等学校賀名生分校の全国募集に伴
い、次年度入学生の寄宿舎への入寮により居住室の不足が
見込まれることから、新設寮を設けるため
（令和２年４月１日から施行）

五條市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
を定める条例の一部改正について

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る
ための関係法律の整備に関する法律による児童福祉法の一
部改正に伴う規定の整備を行うため（公布の日から施行）

国民健康保険特別会計、下水道事業特別会計、墓地事業特別会
計、介護保険特別会計、大塔診療所特別会計、農業集落排水事
業特別会計、後期高齢者医療特別会計及び水道事業会計の８会
計の平成３０年度歳入歳出決算を認定

平成３０年度各会計歳入歳出決算認定について

令和元年５月３１日に公布された特定教育・保育施設及び特定
地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令
に不備があり、官報により訂正されたことに伴う所要の改正を
行うため(公布の日から施行）

五條市特定教育・保育施設及び特定地域型保育
事業の運営に関する基準を定める条例の一部改
正について

国道２４号歩道整備及び道路新設改良工事に伴い、新規に認定
道路とするため（市道二見３６号線、市道岡口３号支線）

市道路線の認定について

道路新設改良工事に伴う、起終点変更のため
（市道岡口３号線、市道岡口９号線）

市道路線の変更について

令和２年４月1日から３年間、特定非営利活動法人維新の魁・
天誅組を指定

五條市立民俗資料館に係る指定管理者の指定に
ついて

令和２年４月1日から３年間、特定非営利活動法人大和社中を
指定

五條市新町まちや館に係る指定管理者の指定に
ついて

令和２年４月1日から３年間、株式会社あすもを指定五條市滞在体験型観光施設に係る指定管理者の
指定について

補正予算額　５０，２６０千円（総務管理費、徴税費等の追加）
債務負担行為の補正等

令和元年度五條市一般会計補正予算（第６号）
議定について

辰巳信也氏の選任に同意（令和２年４月１日から３年間）五條市公平委員会委員の選任について

五條市監査委員に岩本孝氏（現五條市議会議員）を選任五條市監査委員の同意について

損害賠償の額を定めることについて 破損した機器の損害金を損害賠償の額として定めるため
（相手方　株式会社ワキタ　賠償額　４４０，０００円）



議 案 名

議
決
結
果

(以下は、全議員賛成のもと原案のとおり可決・承認・同意した議案）

議　案　の　概　要

議第５５号　五條市国民健康保険税条例の一部改正に
ついて

認第１号　平成３０年度五條市一般会計歳入歳出決算
認定について

議　案　名

発議第１２号　令和元年台風１９号等からの復旧・復
興に向けた対策を求める意見書について

議第４８号　五條市議会議員の議員報酬等に関する条
例の一部改正について

令和元年五條市議会第４回１２月定例会の表決結果と議決結果
○＝賛成　　●＝反対　　退＝退席　　欠＝欠席　　長 ＝議長

議　案　の　概　要議　案　名

訂正とお詫び
　前回の市議会だよりNO.73、２ページの３段目・４段目にて答弁者の
誤りがありましたので、訂正してお詫びいたします。

　　（誤り）都市整備部長　　（正しくは）産業環境部長

17 議決結果・意見書ほか 16表決結果と議決結果

五條市監査委員に関する条例の一部改正について

長○ ○● ○● ●○○ ○ 可決● ●

長○ ○● ○○ ○○○ ○ 可決

長● ●● ●● ●●● ● 不認定● ●

五條市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する
条例の制定について

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等
に関する法律施行令の一部改正に伴う規定の整備を行うた
め（公布の日から施行）

変更前の契約金額（税込み）　３０９，９４２，７２０円
変更後の契約金額（税込み）　３０９，５２５，８４０円

専決処分の報告、承認を求めることについて
(工事請負契約の変更)

　

       

　台風１９号等の影響により東北、信越、関東、東海にかけて、河川の堤防が決壊した他、越水などによ
る浸水被害、土砂災害などが広範囲に渡り多数発生し、各地に甚大な被害をもたらした。台風１５号によ
る被害の爪痕が残る地域では、追い打ちをかけるような事態となった。
　政府においては、被災直後から迅速な救助・救出活動、避難支援などの応急対応とともに、早期復旧に
向けた様々な取組に総力を挙げてきたところであるが、どこまでも「被災者第一」で、今後の生活支援、
早期の住まいの確保、産業・生業の支援など、被災者に寄り添った支援が求められる。
　また、水道や電気等のライフライン、鉄道や道路等の交通インフラの早期復旧、決壊した河川の堤防等
では、二度と災害を起こさない「改良復旧」を強力に推進するとともに、ソフト・ハード両面にわたる復
旧・復興に向けた総合的な支援策を強力に講じることを強く求める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
１　被災者の一日も早い生活再建のため、既存制度の対象拡大や要件緩和など弾力的な運用を行うこと。
２　医療施設、社会福祉施設、学校教育施設等の復旧、再開に向けて、必要な支援を行うこと。
３　商工業、農林水産業の早期事業再開のため、被災した事業用建物、設備、機材等の復旧を支援する補
　助制度を創設すること。
４　被災地の風評被害払拭のため、旅行商品・宿泊料金の割引等に対して必要な観光支援を行うこと。
５　被災地の切れ目ない復旧・復興の推進のため、復旧作業の進捗を見極めつつ、補正予算の編成につい
　て適切に判断すること。
６　「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」の計画通りの遂行と、期間終了後も必要となる
　対策が講じられるよう、継続して予算措置を行うこと。

　以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。

   　　　　　　　　　　　　令和元年１２月１７日　　　　　　　　　　　　　　　　五 條 市 議 会

令和元年台風１９号等からの復旧・復興に向けた対策を求める意見書

地方自治法の一部改正に伴う引用条文の整理を行うため
（令和２年４月１日から施行）

長○ ○○ ○○ ○○○ ○ 可決○ ○
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司
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五條市立奈良県立五條高等学校賀名生分校の生徒の家
族向け定住促進住宅設置条例の制定について

地方自治法及び地方公務員法の一部改正に伴い、会計年度
任用職員に関する規定の整備を行うため
（令和２年４月1日から施行）

一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正につい
て

地方自治法及び地方公務員法の一部改正に伴う規定の整備
を行うため並びに一般職の職員の給与について令和元年８
月７日付けの人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定に準
じた改定を行うため（公布の日から施行）　

五條市立学校設置条例の一部改正について 五條市学校適正化基本計画に基づき、五條市立学校の統合
を行うため（令和２年４月１日から施行）

● ●

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の
施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい
て

地方自治法及び地方公務員法の一部改正に伴い、会計年度
任用職員に関する規定の整備を行うため
（令和２年４月1日から、一部規定は公布の日から施行）

五條市立奈良県立五條高等学校賀名生分校の生徒の家族向
け定住促進住宅の設置に関し必要な事項を定めるため
（令和２年４月１日から施行）

特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関す
る条例の一部改正について

公職選挙法施行令の一部改正により投票管理者の交代が可
能となったことに伴う規定の整備を行うため
（公布の日から施行）　

五條市立奈良県立五條高等学校賀名生分校寄宿舎設置
条例の一部改正について

五條市立奈良県立五條高等学校賀名生分校の全国募集に伴
い、次年度入学生の寄宿舎への入寮により居住室の不足が
見込まれることから、新設寮を設けるため
（令和２年４月１日から施行）

五條市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
を定める条例の一部改正について

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る
ための関係法律の整備に関する法律による児童福祉法の一
部改正に伴う規定の整備を行うため（公布の日から施行）

国民健康保険特別会計、下水道事業特別会計、墓地事業特別会
計、介護保険特別会計、大塔診療所特別会計、農業集落排水事
業特別会計、後期高齢者医療特別会計及び水道事業会計の８会
計の平成３０年度歳入歳出決算を認定

平成３０年度各会計歳入歳出決算認定について

令和元年５月３１日に公布された特定教育・保育施設及び特定
地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令
に不備があり、官報により訂正されたことに伴う所要の改正を
行うため(公布の日から施行）

五條市特定教育・保育施設及び特定地域型保育
事業の運営に関する基準を定める条例の一部改
正について

国道２４号歩道整備及び道路新設改良工事に伴い、新規に認定
道路とするため（市道二見３６号線、市道岡口３号支線）

市道路線の認定について

道路新設改良工事に伴う、起終点変更のため
（市道岡口３号線、市道岡口９号線）

市道路線の変更について

令和２年４月1日から３年間、特定非営利活動法人維新の魁・
天誅組を指定

五條市立民俗資料館に係る指定管理者の指定に
ついて

令和２年４月1日から３年間、特定非営利活動法人大和社中を
指定

五條市新町まちや館に係る指定管理者の指定に
ついて

令和２年４月1日から３年間、株式会社あすもを指定五條市滞在体験型観光施設に係る指定管理者の
指定について

補正予算額　５０，２６０千円（総務管理費、徴税費等の追加）
債務負担行為の補正等

令和元年度五條市一般会計補正予算（第６号）
議定について

辰巳信也氏の選任に同意（令和２年４月１日から３年間）五條市公平委員会委員の選任について

五條市監査委員に岩本孝氏（現五條市議会議員）を選任五條市監査委員の同意について

損害賠償の額を定めることについて 破損した機器の損害金を損害賠償の額として定めるため
（相手方　株式会社ワキタ　賠償額　４４０，０００円）



（南阿田町）

令
和
元
年
五
條
市
議
会

　
　
　
　

第
４
回
12
月
定
例
会
の
概
要

　

令
和
元
年
五
條
市
議
会
第
４
回
12
月
定
例
会
は
、

12
月
２
日
に
開
会
、
会
期
を
19
日
ま
で
の
18
日
間
と

決
定
し
、
初
日
に
市
長
か
ら
市
政
の
報
告
と
提
出
議

案
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

　

本
定
例
会
に
は
、
五
條
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の

給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
制
定
、
五
條

市
立
奈
良
県
立
五
條
高
等
学
校
賀
名
生
分
校
の
生
徒

の
家
族
向
け
定
住
促
進
住
宅
設
置
条
例
の
制
定
、、
五

條
市
公
平
委
員
会
委
員
の
選
任
な
ど
の
重
要
案
件
が

市
長
か
ら
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
議
会
か
ら
は
、
11
名
の
議
員
が
一
般
質
問

を
行
う
と
と
も
に
、
令
和
元
年
台
風
19
号
等
か
ら
の

復
旧
・
復
興
に
向
け
た
対
策
を
求
め
る
意
見
書
な
ど

が
提
出
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
慎
重
審
議
を
行
い
、
12
月

17
日
に
議
事
が
全
部
終
了
し
閉
会
い
た
し
ま
し
た
。             問い合わせ先 　五條市議会事務局

電話　（２３）２０００　〒637－8501 五條市本町 1丁目 1番 1号
令和２年２月 1日発行　市議会だよりGOJO ７４号
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梅
の
つ
ぼ
み
も
ふ
く
ら
み

始
め
、
春
の
足
音
が
近
づ
い

て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
ま
だ

ま
だ
寒
い
日
が
続
い
て
い
ま

す
。
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
い
か
が
お
過
ご
し
で

し
ょ
う
か
。

　

12
月
定
例
会
で
は
、
役
員

改
選
が
行
わ
れ
、
議
会
も
新

体
制
で
の
ス
タ
ー
ト
と
な
り
、

今
回
の
広
報
誌
が
旧
体
制
で

の
最
後
の
発
行
と
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
皆
様
方
に
関

心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ

う
、
分
か
り
や
す
く
親
し
み

や
す
い
紙
面
づ
く
り
に
努
め

て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す

の
で
、
是
非
、
ご
意
見
、
ご

感
想
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

　

議
会
広
報
編
集
委
員
会

 　
　

委
員
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10
月
31
日
、
南
奈
良
総
合
医
療

セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
た
、
令
和

元
年
第
２
回
南
和
広
域
医
療
企
業

団
議
会
の
概
要
を
報
告
い
た
し
ま

す
。

　

開
会
宣
告
・
開
議
宣
告
に
引
き

続
き
、
議
長
選
挙
が
行
わ
れ
、
秋

本
登
志
嗣
議
員
が
議
長
に
推
薦
さ

れ
ま
し
た
。
会
議
録
署
名
議
員
の

指
名
・
会
期
決
定
に
続
き
常
任
委

員
会
委
員
等
の
選
任
が
あ
り
、
諸

報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

議
案
審
議
で
は
、
平
成
30
年
度

南
和
広
域
医
療
企
業
団
病
院
事
業

会
計
決
算
の
認
定
、
南
和
広
域
医

療
企
業
団
病
院
事
業
会
計
資
金
不

足
比
率
の
報
告
等
４
議
案
が
上
程

さ
れ
、
企
業
団
の
平
成
30
年
度
の

純
損
益
は
８
，
１
０
０
万
円
の
赤

字
で
、
借
入
金
返
還
後
収
支
で
は

５
，
３
０
０
万
円
の
黒
字
と
な
っ

た
等
の
説
明
を
受
け
、
総
務
委
員

会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

　

委
員
会
で
は
、
原
案
の
と
お
り

可
決
す
る
こ
と
に
決
し
、
ま
た
救

急
の
受
入
れ
状
況
等
様
々
な
事
項

に
つ
い
て
意
見
交
換
等
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
い
ず
れ
も
原
案

の
と
お
り
可
決
さ
れ
、
閉
会
し
ま

し
た
。

南
和
広
域
医
療
企
業
団

　
　

議
会
の
報
告
（
概
要
）

　

自
衛
隊
駐
屯
地
誘
致
特
別
委
員
会

は
、
10
月
７
日
・
８
日
に
、
山
形
県

東
根
市
、
宮
城
県
仙
台
市
で
視
察
研

修
を
行
い
ま
し
た
。

　

７
日
は
、
東
根
市
の
山
形
空
港
、

仙
台
市
の
宮
城
県
消
防
学
校
、
８
日

は
、
仙
台
市
の
陸
上
自
衛
隊
霞
目
駐

屯
地
訪
問
し
ま
し
た
。

　

山
形
空
港
で
は
、
施
設
見
学
の
他
、

２
千
メ
ー
ト
ル
級
滑
走
路
の
見
学
を

行
い
、
本
市
に
県
が
整
備
を
目
指
し

て
い
る
２
千
メ
ー
ト
ル
級
滑
走
路
を

持
つ
大
規
模
広
域
防
災
拠
点
整
備
へ

の
理
解
を
深
め
ま
し
た
。

　

宮
城
県
消
防
学
校
で
は
施
設
や
県

内
か
ら
入
学
し
た
消
防
士
の
訓
練
の

見
学
、
ま
た
、
陸
上
自
衛
隊
霞
目
駐

屯
地
で
は
、
施
設
見
学
、
東
日
本
大

震
災
で
の
活
動

状
況
等
の
説
明

を
受
け
ま
し
た
。

　

今
回
の
視
察

研
修
で
得
た
成

果
を
、
今
後
の

議
会
活
動
、
ま

た
、
陸
上
自
衛

隊
駐
屯
地
誘
致

活
動
に
役
立
て

て
ま
い
り
ま
す
。

自衛隊駐屯地誘致特別委員会視察  in  山形県東根市・宮城県仙台市

　

10
月
31
日
、
や
ま
と
ク
リ
ー

ン
パ
ー
ク
で
開
催
さ
れ
た
、
令

和
元
年
や
ま
と
広
域
環
境
衛
生

事
務
組
合
議
会
第
２
回
定
例
会

の
概
要
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

　

管
理
者
か
ら
議
会
招
集
の
挨

拶
が
あ
り
、
会
議
録
署
名
議
員

の
指
名
、
会
期
を
１
日
と
す
る

こ
と
が
決
定
さ
れ
、
次
に
副
議

長
の
選
挙
が
行
わ
れ
、
田
原
本

町
の
小
走
善
秀
議
員
が
副
議
長

に
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

議
案
審
議
で
は
、
平
成
30
年

度
や
ま
と
広
域
環
境
衛
生
事
務

組
合
一
般
会
計
予
算
繰
越
明
許

費
繰
越
計
算
書
の
報
告
に
つ
い

て
は
、
御
所
市
に
お
い
て
健
康

増
進
施
設
事
業
負
担
金
を
翌
年

度
に
繰
越
し
さ
れ
た
こ
と
か
ら

当
組
合
も
同
額
を
繰
越
し
し
た

も
の
で
あ
る
と
説
明
が
あ
り
、

平
成
30
年
度
や
ま
と
広
域
環
境

衛
生
事
務
組
合
一
般
会
計
歳
入

歳
出
決
算
認
定
で
は
、
歳
入
歳

出
総
額
７
億
５
，
１
７
８
万
２

６
７
円
で
、
翌
年
度
へ
繰
越
す

べ
き
財
源
額
は
８
１
３
万
１
千

円
で
あ
る
と
の
説
明
が
あ
り
、

採
決
の
結
果
、
い
ず
れ
も
原
案

の
と
お
り
承
認
・
認
定
さ
れ
、

閉
会
し
ま
し
た
。

や
ま
と
広
域
環
境
衛
生
事
務

組
合
議
会
の
報
告（
概
要
）

奈
良
県
広
域
消
防
組
合

議
会
の
報
告  （
概
要
）

　

11
月
25
日
、
奈
良
県
広
域
消

防
組
合
消
防
本
部
で
開
催
さ
れ

た
、
令
和
元
年
奈
良
県
広
域
消

防
組
合
議
会
第
２
回
定
例
会
の

概
要
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

　

副
管
理
者
か
ら
の
議
会
招
集

の
挨
拶
の
後
、
会
期
の
決
定
、

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
の
後
、

議
長
及
び
管
理
者
か
ら
諸
報
告

並
び
に
行
政
報
告
が
あ
り
ま
し

た
。

　

一
般
質
問
で
は
、
１
人
の
議

員
か
ら
「
外
国
人
に
対
す
る
救

急
現
場
で
の
対
策
に
つ
い
て
、

組
合
職
員
の
福
利
厚
生
に
つ
い

て
」
の
質
問
が
あ
り
、
議
案
審

議
で
は
、
一
般
会
計
及
び
12
特

別
会
計
の
平
成
30
年
度
歳
入
歳

出
決
算
認
定
13
議
案
に
つ
い
て
、

令
和
元
年
度
奈
良
県
広
域
消
防

組
合
中
吉
野
消
防
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
、
天

理
消
防
署
、
桜
井
消
防
署
、
宇

陀
消
防
署
、
橿
原
消
防
署
、
大

淀
消
防
署
に
配
備
す
る
高
規
格

救
急
自
動
車
の
財
産
の
取
得
に

つ
い
て
説
明
が
あ
り
、
採
決
の

結
果
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お

り
認
定
・
可
決
さ
れ
、
閉
会
し

ま
し
た
。

18定例会の概要1

No.7４


